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V. おわりに

I.はじめに

16世紀のロシア史は， その基本動向を， 概略次のように特徴付けることができる。周

知のようにロシアの国家統一は 15Ut紀末のことであるが， いわゆるタタールの蜘からの

離脱， ロシア諸公国の併合等によって達成された新興モスクワ公国によるこの政治的・軍

事的統一は，それだけではロシアの社会的統合の実現とはならなかった。国家・社会体制

としてその成果を結実させるには， しばし歳月を要したのであるo 16位紀に実施された

行政・軍事等の分野における諸改革，あるいは土地所有制度の再編やそれに伴う身分秩序

の改変などは，こう Lた歴史的要請を反映するものであった。

本稿でとりあげるグパー (ry6a) 制度1)の創出も， JHl説的には同じ歴史的文脈の中で行

なわれた地方行政制度における改革的措位の一つで，ある種の犯罪の抑止と摘発を任務と

する治安維持機構の姿で，より効果的な権力装i百をそれぞれの地方社会に樹立しようとす

るモスクワ国家の中央集権化策のーっといわれるO 革命前の史家 5.H.チチェーリンによ

れば， この改革は， 16世紀におこなわれた多くの改革的拍:置のうち， もっとも成功した

ものの一つであったといわれる230 しかし，現在までのところ，その歴史的性格や意義が

概説的に繰り返されることは多くとも，その生成・発展過程，要するにその実態は必ずし

も十分に明らかにされていなL、。その点を検討するのが，本稿の課題であるO

さて，このグパー制度に関してソヴェト史学での専門的研究は瓶めて少ないといえるO

1)通例わが国では「郡制度」と訳されている。本稿では，のちの行論でしばしば登場する行政単位と

しての郡 (ye3)l)との混乱を避けるため， あえてこの訳語を使mしなかった。 なお， rグパー」の

語源については諸説あり，定説をみな L、。革命前の史家 C.A.シュマコープは， いくつかの説を

紹介 L ながら，最も安当性の th~ 、ものとして，スカンジナヴィア地方でむの土地区西lを示す語

としてJfj¥，、られた {hubo}，あるいは {hobo}. または， ロシアi語の BOJIOCTb(郷〉に対応するド

イツ語 {Gau} の二説を挙げている。 CM. C. A. lllyMaKoB， ry6HbI兄 H 3eMCKH兄 rpaMOTbI

MOCKOBCKoro rocy)lapCTBa， M.， 1895， CTp. 15. またグパー改革以前の史料では，例えばプスコ

フ裁判法第 76条に {CTapOCTbry6bcKHX. . .}という記述が t:l:lてくるが，その内容はrrf]じものでは

ない。 CM.naM冗THHKHpyccKoro npaBa， BbITI. II， M.， 1954， CTp. 296. 

2) E. H. YH可epHH，06JIaCTHbI匁 y可pe)l{)leHH匁 POCCHHB XVII-M BeKe， M.， 1856， CTp. 450-51. 
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もっとも重要な史料であるグバ一文書 (ry6Ha冗 ycraBHa冗 I、paMOTa) も，多くは革命前の

刊行本に頼らなければならないのであるがわ，この状況は一般的には， 次のような事情に

起因している。 1983年に出版された『苧‘命-!IIiロシアの岡市Ij史Jの中で， その著者 H.口.

L ローシュキンは「ソヴェトの歴史学の基本的(研究)対象は，社会経済史の諸問題であ

り....・...国制史の諸問題は，今日まで第二義的に扱われてきた」と述べているの。 16tlt紀ロ

シアに J 功、ても， 215一義的に研究者の関心をひいたのは，いわゆる封建的土地所有の発達

史であり，それに関連した階級斗やの諸問題などであった。同制史に関する研究全般が不

振の rllで，まして地方行政の問題は，さらに後京に置かれてきたといえるO

ではグ。パー制度の問題は，無視されてきたかといえば，そうではなし、。社会経済史研究

においてもソヴェト史学:は， 16凹:紀におけるロシアの中央集権化の動向を基本認識とし

た。その線に沿って，土地所有制度の再説ιツァリーズムの支柱たる士肢[向上地所有体制

の確立過程などが究明され， この時期の基本動向として結論付けられた。こうした理論的

枠組は，他方で当然にも国家制度の漸次的拡大・強化というプラン合合み，その限りでグ

パー制度にも歴史的評価が与えられねばならなかった。{タ;uえば， 1955年に公刊された『ソ

連邦史概，i~U で， 地)j行政の章を担当した C.K.ボゴヤヴレンスキーとC.B.ヴェセロ

フスキーは，グパ -11JiJ肢に対し次のような明解な評価を下した。1'16 111:紀の~t1頃，国家の

111央集権化の進行と共に，また支配階級たる士族居の地方におけ蜘る地位を強化する必要に

迫られて，地方土族の互選によるクパー長老を長とするグパ一機関 (fy6Ha兄 s36a) が創

設された。 クツ:一機tlk]の任務は，公式には盗賊行為 (pa36o詰)との闘争であったが，実際

には封建的搾取の圧迫に対する農民的HiJAを抑圧することにあったのりまた翌年出版され

た『ロシア法記念碑~ (第 4巻)では A.r.ポリャークが「グパ一行政の諸機関は，まず

第一に，反封建的抵抗の鎮圧のための道具であった」と特徴什けたの。

1950年代のこれらの評価は， 結論からいえば， 今 fJのそれと変わらなし、。 しかし当時

はまだ本格的実証研究の成架とはいえず， r~l央集権化とし、う H~H\:~見定から導き出された一

般論の域をあまり1+1ていなかった。 この点を捉えて H.E.ノーソフは， 次のように指摘

3) グパ一文書は， ~'ロシア法記念碑Jl によれば 20 通現存し， そのうち 16通は刊行史料として入手

できる(表 I 参照〕。本稿では，以ドの出版物をJfJ~、た。I. A. 11.刃KOBJIeB(peλよ HaMeCTHH1J.bH，

ryoHbI兄 H 3eMCKHH yCTaBHbI匁 rpaMOTbI MOCKOBCKOrO rocy，ll.apCTBa， M.， 1895; II. C. A. 

lllyMaKoB， yKa3. CO可.;111. ero iKe， HOBbI兄 ryoHbI匁 H3eMCKHH rpaMoTbI， (iKypHaJI MHHHC-

TepCTBa HapO，ll.HOrO npocBemeHHH)， OKT.， 1909， CTp. 329-416; VI.刀.B. 4epenHHH (pe，ll.ふ

naM兄THHKHpyccKoro npaBa， Bbln. IV， M.， 1956， CTp. 173-226 (江aJIee-npn.). このうち，最

も某本的なものは， A.l1.ヤコヴレフ耐の史料集で， 14油収録されている。ただし口pn.に収め

られた 2通を|除いて， 条引分けがなされていなL、。 また央択の史料としては MichiganSlavic 
fl..laterials， No. 7 (Muscovite fudicial Texts 1488-1556)， Ann Arbor， 1966， pp.33-43を

利JHLた。
4) H. n. Epo凹 KHH，l1CTOpHH rocy，ll.apCTBeHHblx y1J.peiK，lI.em品，lI.OpeBOJIIOUHOHHO詰 POCCHH，M.， 

1983， CTp. 18-19. 
5) 01J.epKH HCTOpHH CCCP. nepHoλφeO，ll.aJIH3Ma XVII B叶 M.，1955， CTp. 384. 
6)口pn.，BblII. IV， CTp. 174. チェレプニーンや A.A. ジミーンも同種の見解を述べている。 CM.

刀.B. 4epenHHH， KOMMeHTapH抗 (KCy，ll.eOHHKy 1497 r.)， {Cy，ll.eOHHKH XV -XVI BeKoB)， M.， 

1952， CTp. 60; A. A. 3HMHH， Tblc兄可Ha冗 KHHra 1550 r. H JlBopoBa匁 TeTpa瓦b II兄TH瓦ec兄TblX

rO，ll.OB XVI BeKa， M.， 1950， CTp. 4. 
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している。「そこ(ソヴェト史学)では， グバー改羊は一度も専門的研究対象とはならな

かった。 しかし何らかの程度で 16世紀の地方改革にふれたほとんどの著作(それが概説

的なもので、あれ専門的なものであれ)において， グパー改革の大きな意義が指摘されてい

るだけでなく，特にその階級的性格が強調されているη。」

さて， 1957年にそのノーソフのグパー制度研究が発表された。 これは， ソヴェト史学

における本格的実証研究の最初のものであり，今日までその代表作といえるO 先の発言か

らして，彼の研究は，それまでの|常識的血解」を援すかとの期待をいだかせるが，結果

はそうではなかった。むしろそれまでの即解に恨拠を与えるという形で，彼の実証性は発

揮された。主な論証点を拾ってみると， tn 1に，史料 1:盗賊や窃盗犯 (TaTh) と記された

「犯罪行為」の「反封建的Jな階級[¥サ本質の検証，第 2にグパー改革に政府を踏みきらせ

た直接的諸契機の解明 (特に 1537年， アンドレイ・スタリツキ一公の反乱による政的不

安が重視される)，第 3にグパー機関の若干の構造分折(農村型， 都市型， 国有地111!など

の類型化)， 第 4に政府部内における改革実施への意志形成過程と， それをめぐる政治的

対立の分析，などであるO これらの諸点を示したのち，結論に:おし、てノーソフは，士族的

・階級的機関としてのグパー~!;Ij度というそれまでの性格規定を支持したの今日の通説も i丘

J安には，このノーソブ説に従っているわけであるの。

ところで，こうした研究によって明らかにされた範凶は，ある志味で、かなり局限されて

いるともいえる o rIでいえば，そこでは，地)j行政1¥J1j1主導入に際しての国家の動向(改

革怠志，そのブj主|ーなど)はiriられているが， ~JT しい秋山の導入によって，それへの対応と

服従を迫られた地方社会の動向にふれられることが少なし、。施:h二された制度の実態につい

ての知識に具体性が欠ける印象をうけるのも，おそらくニの})r¥(に関述しているように思え

7) H. E. HOCOB， 0可epKH rro HCTOpHH MeCTHoro yrrpaB~eHH兄 pyccKoro rocy~apcTBa rrepBo益

rrO~OBHHbI XVI BeKa， M.， 1957， CTp. 204-5. CM. ero JKe， fy6Ha兄 pe中opMaH ueuTpaλbHoe 

rrpaBHTe~bCTBO KOHua :30-x-Ha鴨~a 50-x rO)J.OB XVI B.， ~I1CTOplftIeCKHe 3arrHcKH~ ， T. 56， 

1956， CTp. 206-234. 

8) TaM JKe， CTp. 201-339. なお:;ドMj-Cは紙$bIの関係上， JllL命。ijのぷiiiJf'jeにふれることができなか

った。ノーソフは，研究史を述べた筒所 -c，下命 lì:jーの研究には{~、IトFfllliをドしている O それらが総

じて「グパー制度の階扱的木町な否定するJ }~J也に Jよっているためである(TaM JKe， CTp. 201-

203.)。確かに，当時の研究は， Ffi級的社会構成について明示的に語っているわけではなL、。例えば，

B. O.クリュチェアスキーのように「悶家的課国への自覚」がグパー制広告f生み1[¥したとする見方

(B. O. Kmo可eBCK目前， COQHHeHH51， T. II， M.， 1957， CTp. 358.) は， 当時の研究者におおむね共通

する考え)jといえよう。もう ・つの特徴は，グパー制度をオーブシチナ=農村共同体との関連で論

じていることで， この点はノーソフの研究にはみられなL、。それらについては，個々の論点で秀jし

た指摘な合んでいるので，以ドの行司令で必要な|浪 1)j:;-及 Lたいと思う。 たお当日寺の研究動向につい

ては， 次を参加。 B. Kyp~HHOBCKH白， fy6HbI5l Y可pe)K~eHH兄 MOCKOBCKoro rocy ~a pCTBa， 

OKypHa~ M即日CTepCTBaHapo瓦HororrpocBemeHH51~ ， OKT.， 1895， CTp. 288-290.また欧米の研

究で代表的なものとして， J. L. Keep， Bandits and the Law in Muscovy， Slavonic and Easf 

Euroρean Review， No. 84， vol. 34， Dec. 1956， pp. 201-222がある O この内容は，基本的にシ

ュマコーフ説に従っており， ソヴヱト史学よりは，'，'干"

Keep i諭諭久交-に対する C.M.カシュターノフの次のような批判に，端的に表われている。 D6-17世

紀のグパ一行政に関する彼の論文は，グパ一行政の附般的本買を無視 L，グパーの諸機関が， 17iU: 
紀に官僚化ずるまで、は，人民の手IJ芹に応えるものであったかのように描いている。J(C. M. KaulT同

aHoB， K rrpo6~eMe MeCTHoro yrrpaB~el問先 B POCCHH rrepBo首 rro~OBHHbI XVI B.， ~l1cTopH兄
CCCP~ ， NQ. 6， 1959， CTp. 135. 
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る。改草的措置が一時的エピソードに終らず，何らかの程度で持続性と日常性を獲得した

とすれば，多かれ少なかれ地方社会の所与の諸条件に制定され， 1[1Jらかの形でそれと融合

していった結来とも L、える。ク。バ -1hiJ度は， 1530年代末に導入され，市T余曲折を経ながら，

少くとも一世紀以1:存続した。従って，そのような相互作用をみるには過した対象といえ

るO

地方行政制度ーの間近におけるこうした二元性は， さしあたりは-~-*o: aí命として指摘できる

にすぎなし、。以下の考察では，こうした祝行lを合みなが r)， グパー改革の政治的性格より

も，まず地方社会に日IJ したその在り方にI~~し1)[\( をあてて， )J~礎的研究ではあるが，主として

16 !世紀に:t:.:iけ』る歴史像を再構成してみたいと忠う O

11. グパー制度の史的変遷

さて，その構造分析の前に，若干の予備考察が必要で‘ある。ここでは，次節以下の内容

に重複しない範聞で，改中の発端とその後の史的変遷を概観したいと思う。

1. 史料について

グバー制民導入な告けーる史料は，まず第 1にグパ一文吉であるのこの種の文書は，表 I

に掲げたとおり， 20 Jifl現存し，一部はグラーモタ(¥(ry6Ha冗 yCTaBHa冗 rpaMOTa}，9通)で，

他の一部は;ViI令 ({ry6HotiyCTaBHo訪日aKa3)>， 11通) と呼ばれるものである O これらは，

L 、ずれも大公の名て、それぞれの地方宛に交付され，当該地jjにおけるグパー制度の設置と

その運用組i則を定めたものであるO

その JII~本的内容を次に実例で、示す。現存最古のもの， 1539年 10月23日付でへローゼロ

1mに交付された文汗(丈，H1，日、ード史料は去 Iにある文書 No.で/J与す)には，以下のよう

に記されているo

「全ロシアの大公イヴァン・ヴァシーリェヴィチから，ベ p ーゼロ郡の....・...何人も例外

なく(あらゆる附)吟の人々)へ。われわれにi嘆願があった， (それによると)汝等の郷で

争くの村やi;iii事が掠絡され，汝等の財産が奪われ，村々や部落が焼かれ，路上で多くの人

々が襲われ，傷つけられ死に宅らしめられている，また，汝等の郷のほかの多くの者ども

は，盗賊を匿し¥あるいは掠導の現場から盗賊どもを{立ち寄らせ.掠奪の品々を運び込ま

せているのそのためわれわれノは， ベローゼロの汝等に対 L， 捜索'I~r (06blIIJ.IIK) 9)を遣わし

たが，・・H ・... (それらの)抱索't'l'J主と(それを補佐する)執行史 (He且eJIb山IIK)10) Vこよって，

汝等は甚大な被古を集っており，さらに(犯罪捜査の)遅滞が有‘しいために，汝等は，わ

れわれの捜索官述と共同で，悪党たる盗賊たちを捕えることができず，汝等自身が，われ

われの許可なしで盗賊を探し出し捕えることはできない， という。J(括弧内は筆者による

意味上の補足，以下!IU様。)そこで大公は次のような拍置を命じた。

1....・...ik"手はみなー!なに会し・・H ・...各郷につき 3"'"'4名のボヤールの子等を統領 (rOJIOBa)

9)刑事'j}nに際して，随時地方に派遣された役人。その名称は，第 IV節-("ふれる「審問 (06bICK)J
に[8米するものと忠われる o 17世紀では， CbIIUHKと呼ばれる。

10)被疑者の逮捕・裁判jへの召喚などな行った。その名称は HeλeJI兄(---.il.!in¥l)に1¥1米する。彼らが週

ごとに任地を移動 Lたためといわれる。
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表 I グノミ一文書 Ij 録

|出典1文書
交付年月日 l 名 称 |※IN~ 

1539年10月23日 Iry6Ha兄 EeJI03epCKa冗 rpaMOTa I 1 I 1 

1539年10月23日 Iry6Ha冗 KaprOnOJIbCKa冗 rpaMOTa I 1 I 

1540年 Z)l8日 Iry6Ha兄 CJI060.n.CKa冗 rpUMOTa I 1 I 

1540年 8月31日 Iry6Ha兄 Co品 -faJIHUKa兄 rpaMOTa 1 

1541年10月23日 Iry6HaH rpaMoTa CeJIaM H .n.epeBHHM TopoHUKaro CeprHeBa I 1 

MOHaCTblp匁， B TBepcKoM， HOBTOp)KCKOM， CTapHUKoM ye3，lJ，ax. 

fy6HaH rpaMoTa CeJIaM H .n.epeBH匁MTopoHUKaro CepnreBa 

MOH3CTblp兄， B Oe)KeUKOM ye3，lJ，e 

B兄TCI¥:a兄 ry6Ha兄rpaMOTa

H
M
 

4 

5 

{交田ニ¥:
n 

1

2

3

4

5

 

第

6 

10 

15 

16 

7 

11 

ワ

山

内

J

A

吐

$
，
ム
マ
l
a
4
1
1
A

1541年
[1542J 3月 2日

1549年 9月27日 I ry6HuII HaKa3 ceJ削 KHpHJIJIOSaMonacTblp冗

日55年 8)'325日 fy位同 naKa3B r. Me，lJ，bIHb 

1555年 9月24日 ry6HO訪問{a3B r. BJ叫 削u

1555i:年~11月 21 日 ry6HO白 HaK叩a3 B r.口epe冗CλaBλbP兄3al日;CKH凶li抗i 

1ロ2I 1日55日5年1ロ2月2却OE日3I ry6Ho員 Ha租aK叩a3B r. CTapyl旧oP兄H3aHb

13 11 1556年 2月 3日 HaKa3HO品 cnHCOKry6HbIM cTapocTaM…S 3y6uosCKOM ye3，lJ，e 

14 I 1559年 5月 6日 i HOBrOpO，lJ，CKH泊 ry6Ho訪日aKa3

151m年叩2日 UapCK凶 HaKa3EeJ附 pCKHMry6HbIM CT. H ueJI 

惜 16 [158()附昨守年三 2刀 2 日 1 ry6削 rpaMOTa T乃恥p卯OHI口叩出削~l肌脚K印fωOMy Cep口附lesyM叩OHa配C叩 p悶

即 I1口7! ※※ MOHaCTb

1凶81日159幻2年 3月問 [ ry6Ha兄rpaMOTa KP的 b冗朋HaMp制 bIXY戸fぽe叩 s60兄叩叩p伊Hl即fη叩H

且.11. rO，lJ，yHosa 

19 I 1667年10月 4日 IUapcKa冗 rpa~lOTa B EeJKeUKH泊 BepxHa ropo江eUK

20 I 1679年12月 1~3 日 I ry6HbIH naKa3 CTOJIbHHKy H BOeBO，lJ，e CTenaHy JlOBlJHKOBy 

※ 山典(本右丸山 1iiil誌 3参!¥CU
1. A. l1.究KOBJIeB(pe江.)， HaMeCTlIHlJbH， ry6HbI冗 H3eMCKH刃 yCTaBHbI冗 rpaMOTbI

MOCKOBCKoro rocy，lJ，apCTSa， M.， 1895. 

11. C. A. lllyMaKoB， HORbI51 ry6HbI冗 H3eMCKH冗 rpaMOTbI，{万{YPHaλMHHHCTepCTBa

HapO，lJ，HOrO npocBerueHH5IJ， OTK.， 1909. 
I1r JI. B. 4epemIHH (pe，lJ，.)， flaM5ITHHKH pyccKoro npaBa， BbITI. IV， M.， 1956. 

y:. JJ: 'd .aJi uil分の欠損のため交f、J1[二月 f!不IUJ。その|勾'がから， 1586年の:文占 12のLf(後の交付

が推定される O
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となすこと，またそれらの者たちは読み書きができ適任であること，さらにそれらの者た

ちと共に，長老， ト人長及び苦き人々に;農民 5~6 名，そして(汝等)白身で，そのスタ

ンと郷において， 恵党たる盗賊たちを....・H ・i'Jから探Lfflす。」盗賊及び彼らを匿うもの，

さらに掠奪品の隠匿に協力するものなどは，これら選ばれた人々が「捕え，審問し証拠

をつきつけ，拷問に付しJ，有罪の評定や I~J 8を得たなら「25刑に処し，のち死刑に処す」

ことが許された1130

のちに検討するように，グバー機関の形態はいくつかの種類に分けられるが，

ロの文書に規定されたこのタイプは，最も代表的なものといえるO さしあたり，

11) A. 11.兄KOBλeB，yKa3. CO可.， CTp. 51-53. 
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ロシアにおける中央集権化と地方社会一ーし、わゆるグパー制度の導入過程をめぐって一一

れば，地方住民によって選出されたグバ一役人から成る，ある程度自律的な盗賊対策のた

めの治安維持機構であるO

グパ一文書は，その後 17世紀後半に至るまで交付され統けた。その年代的分布状況は，

ほかの若干の史料を重ね合わせることで，グバー制度の史的変遷に関する一定の知見を与

えてくれる。交付者の違いによって，従つである程度交付年代を法準に分類すると，次の

ようなグルーブ分けが可能であるO

第IJtJJl交付者イヴアシ 4枇
ただしその棋政期

7通 |いずれも
(1539一一1541) グラーモタ

第H期!交付者42訴r (154日間|いずれも訓令

交付者フョ…ドル 間 |グラーモタ 3通第班期| アレクセイ
(1586--1679 ) 訓令 2通ブヨードル 3世

第 1j切と第 II期， 11[1ち 1539-41年及び 1550年代に，比較的文書の交付-が集中してい

る(表 I参照)のが特徴である O

2. 改革の開始

それぞれの時期はおおよそ次のように意味付けできると考える。

まず第 11明。通常この時期を指してグパー改革期とされるo しかし 7通の文書が交付さ

れていることだけでは，改革実施の広がりを推しはかることはできず，この段階でまだ全

国立法にグパー制度への言及がないことを考え合わせると，全国的施策であったか否かに

も，多少の疑問が残るO その点補足が必要であるO

H. E.ノーソフは，改-LY':が:全国的規模で、行なわれたことを力説した。彼はまずグパー改

革の政治的性格(即ち階級的支配の強化)からして，本来全国的に実施されねばならない

必然性をもっていたことを主張しながら，若干の論拠を提示した。その一つは，プスコフ

年代記のrllにあるグバー改苧:に関する記述であるO それには， 1541年に「すべての大き

な都市Jと「付属都市 (rrpHropo且)や郷Jに，グパー制度が導入されたと記されている。

この記述には，ノーソフも認めているように，若干の事実関係の凱蹄がみられる。従って

プ?と而的信頼をおくことはできないとしても，傍証の一つではあり得る 12)。第二は， グバ一

文書自体の記述である。グパー機関の任務は，基本的には自己の管区内における盗賊，並

12) H. E. HOCOB， OqepKH rro HCTOp回目 MeCTHoroyrrpaBJlemr兄…， CTp. 282-286. CM. 11. 11. CMHpHOB， 

OqepKH rrOJlHTHqeCKO抗日CTOpH珂 pyccKororocy江apCTBa30-50-x ro江OBXVI BeKa， M.-JI.， 
1958， CTp. 75-92.プスコフ年代記の記述で問題になるのは，第一に，グノミー導入の開始を 1540年

または 41年としていること， 第二に，二1:族からグパー長老を選ぶのではなく， 農民ーから統領を選

ぶ方式が，当時全国で実施された， としている点である(この点は，本稿第 III節を参照〉。スミ

ルノフも，その見解に従ったノーソフも，これらの点について，年代記作者が，全国的なグパー導

入の tよ態を7、!lらずに，おそらく 40年か 41年に行なわれたブスコアにおけるグパー改革の見聞を基

にして記Jiliを行なったためと;S"えている。ところで，グパー改革の開始期は，現存最古のグパ一文

』の交付年からみて， 1538年または 39il三と考えられているが，この点には， 16世紀初頭と考える

べきとするシュマコーフなどの異論もある cc.A. lllyMaKoB， yKa3. CO弘， CTp. 40-41.)。なおプス

コフ年代記の史料としての性格などについては，石戸谷重郎「ブスコフ年代記 刊本・写本および

抄沢一J) U'奈良文化女子短期大学紀要~，第 12号， 1967年)を参照されたい。
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吉田俊則

びにその共犯者の摘発であった。ある盗賊が捕えられたとき，彼の罪証を回めることは第

一の任務であったが，拷問等の手段によって共犯者についての供述を引き出すことも重視

された。そして，そこで名指しされた共犯者がもし他都市(従って他のグパー管区)に住

む場合を想定して， 次のような規定がクホパ一文書にもられた。 1....・...盗賊がほかの都市に

住む自分の仲間(である)盗賊を供述したとき， 汝等は， それらの盗賊たちについて，

・・ H ・...その都市で，その件(グパーの任務)の統領を司るボヤールの子等に書面iを書き送る

...013
) Jここから判断すると， グパー制度のシステムは， 一応全国的ネットワークを前

提に構築されていたことになり，ノーソフも，改革の全国的規膜，その一律性を結論付け

Tこ1430

しかし， C. M.カシュターノフも批判するように，この点の論証は多少強引であり，依

然、として仮説的というべきである 15)。むしろその後の状況(のちに述べるような 1550年代

の全国化に向けてと思われる一連の措置など)を考え合わせると，この時期にはまだ地域

選択的に実施されたと考えるほうが妥当と思われるO ただしこの捉え方は，改革の発端を

めぐるかつての理解に立ち戻ることを意味しない。

先に引用したように，グバ一文書:には，地方住民の I1嘆願」文が引用されている(文書

1，下線部分)。革命前ロシア史学で， このテーマを扱った少なからぬ史家が， 1嘆願」と

それへのモスクワ国家の応符というグパ一文書冒頭のこの記述を事実とみる立場から考察

を加えた。従って， グバー制度導入は，自治を求める地方の共同体の願いにその端を発し

たものであり，全国一律の施策ではなかった，と説明されたの盗賊の横行が顕著でなかっ

たり，既存の地方行政機関である代官制度がよく機能している地方では，嘆願は行なわれ

ず，従ってグパー制度の導入もなかった， ということになる1630

しかし史料を比較検討すると，この嘆願文の信感性には，否定的にならざるを得ない。

グパ一文書は，内容上いくつかの類型が識別されるとはいえ，地方ごとに交付された文書

にしてはその記述に画一性が強い(表 II及び去 IIIを参照)。そして「嘆願」に関する

部分には，その傾向が最も著しく，盗賊の横行と大公派遺役人(捜索官や執行史-など)の

職務怠慢を基本的モチーフとする記述が， 場合によっては一宇一旬たがわずに， 第 1J自

を中心とした少くとも 8通の文書に共通しているの。従って，そこからストレートに事実

13)文書 1(A.I1.兄KOBJIeB，yKa3. CO可.， CTp. 52)， 3， 6， 7， 8， 14 iこ共通。女:，1+9， 10， 11， 1:3にも !IÍ・L~

旨の規定があり，その千続きについて一層詳 Lく15かれている。

14) H. E. HOCOB， yKa3. C01J.， CTp. 299-300. 

15) C. M. KaUITaHOB， yKa3. CT.， CTp. 146-147. カシュターノブは， 当初グパーはロシア北部にだけ

導入されたと考えている。農民緊縛化の進んだロシア中央部から，比較的そうした抑圧の弱かった

北方諸郡への農民の流入，その流民化に対応した施策が，グパー制度であったとする。

16) CM. A. Jl. rpa.n.oBcKlf泊， I1cToplf冗 MeCTHaroynpaBJIeHiH B POCClflf， T. I， COo.， 1868， CTp. 
103-105; 11. 瓦lfT兄TlfH，113 lfOTplfH MeCTHarO ynpaBJIeUHH， {PyccKa兄 MWCJIb)，KH. 5，1866; 

B. Kyp.n.HHOBCKH札 yKa3.CT.， CTp. 287-288. 

17) 1"嘆願」文は 11通の文書に収められている。 支1t1のI記述 (A. 日.兄KOBJIeB，yKa3. CO可.， CTp. 

51)を原型とすると，文書 2，3， 6， 7，は細かし、点を除いて， 文体・内容とも同ーといえる。 文3
8， 9， 10 (~、ずれも 1550 年前後のもの〉 になると， その記述が若干簡略化し， 文書 12， 14 (第

111期のもの〉で、は，文書 1型の記述とそれぞれに独自の部分とが混在している。例えば文書 14の

記述は次のようになっている。「以前彼らの下に， わが矢，ツアーリにして大公のイヴアン (4ii:t) 
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表 11 グバ一文書の条唄[;;<:分

以下は， C.A.シュマコ…フが，グパ一文書の比較検討から得た条項[;{分である。原文には条項区分

がなく， ここでは， 表現と内容の共通した部分が 49JJtにわたって摘出され，シュマコープの構想、に従

って，配列されている。従ってその順序は，原文の記述のJI回序に一致しない。各文書につき，表IIIに

従って本表の杏条唄を並べかえると，原テキストを再現できる O

(C. A. WyMaKoB， ry6HbISI H 3eMCKH冗 rpaMOTbI....，CTp.l14-160， 216-217.) 

文 J;No.

ロシアにおける中央集権化と地方社会一一七、わゆるグパー制度の導入過料をめぐって一一目

l 交付者及び被交付者

交付の理由(嘆願のiJI用〉
選出グパ一役職の制定

選出に関するモスクワへ
の報告，及び被選出荷の
モスクワへの出頭

グパ一義務の政府役人へ
の委託・その刀法

グパー機関の義務

グパー機関によるグパ一
義務の住民への布告

グパーの権限の私的 LI的 .0
のための行使の禁止 | 

賄賂等に関するグパー機
関の相互監視

グパー機関による職権服
用に対する処罰l

住民からの収賄の禁l上

獄舎に関する規定

盗賊の長期間投獄の禁止.

到来者・通過者の監視

審問

盗賊を陛うこと，黙j曲す
ることの禁止

審問における偽証につい
て

説告について

窃盗について

盗賊の捕縛と処JflJ

グパー管L反をこえての盗
賊の迫跡

(捕えられた〉部賊による
同 a グパー管区に住む荷
についての告発

(捕えられた〕盗賊による
当該グパー管区外に住む
者についての告発

自白がなく，審1mで無罪
とされた場合の告発の効
力

告発があり，審問で無罪 i

とされた場合の自主!の効
力
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文書 No.

il-Z-[ 3 1 4 1 5 1 6 1 7 [ 8 [10 [11 [12 [13 1 14 1 15 1
16 

別会問で余罪を宣告された 1 I 1 1 1 I I 10101 101 I 1 
場合の告発の効力

'j7 f'i 1:'1がなく，審問で有罪の 101 ~ n i 

と宣告された場合の告発
の効力

28 向自があり，審問で有罪| i f i l l i ! lo l O l l o! 
と宣告された場合の告発
の効力

29 証拠があり，審問で有罪 1010
と宣告された場合の告発
の効力

:10 自白も告発もなく，審問 1010
で有罪と宣告された場合
のその宣告の効力

31 審問で意見がわかれたと
き

:3'j 告発をうけた者の元の居 i
住地における審問(の手(
続き)

33 (報告書の〉手本作製の禁
11: 

:34 審問より前の拷聞につい
て

お CbICK を裁判で代替する
場合

:36 CbICK と処罰に関する文 io!ooloIO:O!o，o:ololololo
書作製とそれへの署名 I ~ -"  '-

37 グパー機関の会計報告

38 裁判手数料について

39 被処刑者の財産に関する 1010， 0!010'0:0:0
規定

判決定に際して，全グパー i
長老の共同で、行なわれる;
件と，その必要のない案!
件 1

41 代官・郷'f:fJの裁判との関
係

42 共同裁判

条 項

43 報告について

44 グラーモタの保管とその iO
写しの配布 1 

45 交付の場所と時 10 
46 署名と印章

47 ポリス・ゴドウノフtこよ
る確認

48 ヴァシーリ -pQ1止による
有産認;

49 ミノ、イノレ・ロマノブIこよ
る確認、

表 11-(2)
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ロシアにおける中央集権化と地方社会一一ーし、わゆるグパー制度の導入過程をめぐってー一一

表 111
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からグラーモタが与えられた。そのグラーモタに従って，可apOHCKaHoKpyra と Bell1.e03epCKa匁

郷では，彼らの fに自分たちのグパーがあり，窃盗や盗賊行為に対して，グパー長老と宜曹人述を

彼ら自身で選HlLた。(それは)，彼らのところに，それらの盗賊について，捜索官や執行吏が派遣

されたが， われわれの捜索官や執行買のために， 甚大な損害を蒙ったためである。」下線部は，明

らかに支計 1型の嘆願の痕跡といえる (A.日.月KOBJIeB，yKa3. C01.J.， CTp. 88.) 

さて，ここで問題となるのは，いかなる意味でも住民の嘆願などは存在しなかった， ということ

ではな L、。代't'f行政の不満-ゃ土地問題など，様々な種類の階閥ごとの暁願は当然あり得たと考えら

れる Lか L，グパー交訴にあるような全階層による嘆願が， 1538-41年の比較的知い時期に集rjl

L， Lかも犯罪の横行による治安の乱れを訴えるという同じ組旨で出された， という事態は想、像し

にく L、。従って， 正艇にいえば， 嘆願の有無が問題ではなく， グパ-.::zJ}の記述にあるように，

地方ごとの嘆願がグパー制度導入の凶接のきっかけとなったと考えることができるか， という点が

問題なのである。のちに述べる犯罪の社会的性格や，グパ一行政の議務的nt'nなどを考えあわせる

と，この点には否定的にならざるを件ない。
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古出俊則

関係を読み取ることはできなし、。ロシア史 1:，農民や地方士族の嘆願行為が根強い伝統と

してあったことはI沼められでも，この場合には，政府が一定の政策的意図のもと， 1"嘆願J

の内容を編集してグパ一文書lU15Eり込んだとする， ノーソフの解釈が妥当なものと思われ

る1830

こうした点カミら攻 J11:の発立は地)j住民ではなく， 111央政府に認められるべきであり，

ノーソブがゆjらカミに Lたように，16 jlJ:紀前半におけるが1~去と政的に:おける不安状況.また

l'd n:j朋一般的に観察される代官制度の解体・京弱化の現象が，いずれにしろ新しい地方行

政制度:の創泣を要IJ15したと L、えよう 1930 この意味で、は，確かに政府による改革であった。

3. 発 展 期

1550年代を1¥1心とする第l[則には，先にふれたとおり， グパー制度の「全国的」普及

を広岡したと忠われる一連の措置がとられる O 以下その点を列挙する O

第 1に，グバー制度が法典に笠場するようになるo1497年法典にはグバー制度への言及

がないのに比べ， 1550年法典には，代官の行政権限とクーパ一長老のそれとの整序の必要か

人断片的ではあるがグパー制度への吉及がみられる2030

な12に， グパー制度そのものに|討する全国立法がなされるo 1555年 1)j 1H bl付で「盗

賊に関する決議J， lriJ 1r 11月 26[1 {、j-r-窃盗に関する勅令J，1556年 8月 22日付「グパー

に関する決議」などである2130 これらの法令はいずれも. グノ;一機|対における取調べ子続

きの京fH則，あるいはその任務遂行L:の留意点などを定めたもので， グパー長老の責務，審

問jの在り -.H， 誕 Jiの取扱い， 獄舎のltJmなどの事項について， 日制[jな記述が合まれてい

るO ちなみに，窃盗については， :~n 1 J切の文書では，文書 3を例外として言及されていな

L 、。 1550{I¥法典第 60条とこの{たき 11¥された「勅令j によぜ)て， 本格的にグノミ一機関の任

務に加えられたと考えられる。

第 3は，地方におけ』るグパ -1hlj)立に対応、Lて， 111火官J署 Pa360HHbI品 rrpHKa3 が設置さ

れたことである22)。 第 1J!:JJのええ:では， クーパーをTJよ判j寸る 1\19と機 I)~Jは必ずしも一定しな

1討) H. E. HOCOB， yKa3. COq.， cTp.240-241. 

19)代'(fHiIJI止の 1611そ紀前、1'-における氏退坑象については， ìk~..: 参!問。 C. 6. BeCeJ10BCKH札φeO.ll.aJ1bHOe

3eMJ1eBJ1a.ll.eHHe B CeBepo-BoCTOqHO説 PYCH，T. 1， M.， 1952， CTp. 274-279; A， A. 3HMHH， l-13 
HCTopml ue1lTpaJ1bHOrO H MeCTHoro ynpaBJ1eHH冗 BnepBo負rr0J10BHHeXVI B.， {l-IcTOpHqeCK目前

apXHB~ ， 3 (Ma品-HIOHb)，1960， CTp. 143-144; ero )!{e， {npHroBop~ 1555-1556 r. J1HKBH.lI.aUI間

CHCTeMbI KOpMJ1eHH泊 BpyCCKOM rocy.ll.apCTBe， {11CTOpH5I CCCP~ ， NQ. 1， 1958， CTp. 178-182. 

状払:と L ての代'tx~ríX:は， まずその管轄が和lかく分割され， {T:WJも短縮される O 行政課題をいかに述

?jするかではなく，史ーするに不IJ{千f(として，そのホスト数の水明ILが行なわれるわけである。その17

Mには， 1に'1¥への任官{';ク守ループに， :+:;Kの公，ボヤーリン府に 1JIIえて，多くの土族隔が割り込ん

でくるようになった七:↑白がある。ヴェセロフスキーによ ~L ば， こうしたJ人t干のうよ'剖によって， 1¥:;'!"，' 
職は， 1 J二J[1，([1iJ'ら， 1j¥なるBt徴収 fiへと転化して Lまったとレわれる (YKa3，COq.， CTp. 277). 

20) 1550 年 iよりl~ 抗 60 条。 口pn.，BbIll. IV， CTp. 247. CM. 11. 11. CMHpHOB， CY.ll.6HHK 1550 r.， {11CTO・

pHqeCKHe 3arrHcKH~ ， T. 24， 1947， CTp. 287. ここ寸スミルノフも， 1550年法典がグパ -jj;lJI立の本

格的導入への画JtJ'εあったと述べている。

21) {1555 r. 18 mmap兄日pHrOBOp0 pa360IIHbIX .lI.eλax~ ， {1555 r. HO兄6p兄 26.YKa3 0 TaTe6Hblx 

λeλax~ ， {1556 r. aBrycTa 22. npHroBop 0 ry6Hblx .lI.eJ1ax~ ， B KH. {np口ふ BbIll. IV， CTp. 

357-70. 
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い。文書 lでは， Iモスクワの， 盗賊事件を司るわれわれのボヤール」に服属すべきこと

が規定され，これが最も一般的であった23hしかし文書 3では「モスクワの代官たる..

シュイスキー公24)Jに，また文書 7では「われわれのボヤールにして官宰....・...Jに服属す

べきとも記されている2530 これに対し， 1550年代の文書から， 服属すべき中央官署とし

て {Pa36o如 aHß36a~ あるいは {Pa36oÌÍHhIH rrpsKa3 > とし、う名称がほぼ例外なく使われ

るようになる26)。

さて，こうした動向は，グパー立書の形式と内容にも，一定の変化をもたんした。一見

してわかるのは，この時期以後グラーモタではなく， IJlI~令の形で丈円が交付されるように

仕ることである。 1I11j在の形式 f:の迎し、は， グラーモタがグパー制度の設計を今初めて裁 flT

するとしづ文脈で書かれ.従って当該地方住民一般に交付されてし、るのに対し， (JII令は，

l!tに存千五するグバ一機t>tJに与えられたという点にある。外凡泊、らL、えば， HIj者は作権u式与

の作法に則った証書であり， f:愛者はいわば下命書なのである O

この転換のもつ意味は，おおよそ次のようじ考えられる。そもそもグパー制度の導入が

河初特許状の形式で、なされたのは，特権を与えようとした故とは考えられない。グパ一文

書が恵lJ-状()KaJIOBaHHa冗 rpaMOTa) などに代去される本米の特許状と共通している点は，

与えられる権限の性格ではなく， いずれにしろ特1泣定i主:のI地也i域或に例外I的j(j内Vな制!皮交をしくというidjfl『!

に求められるべきでで、ある。グパー制度が一般化し，全国立法が根えられてくると，私fJI[主

に対して交付される場合を除し、て.グラーモタ形式の文古は姿を消し，訓令が設場するよ

うになる 27)。

内有J'.両者に本質的な違いはなし、。ただ 1550年代の二つの決議と 1つの勅令を反映し

て， 1555年交付の文書 9以降， 若干の権限の拡大L 捜査・審問子統の諸規定に厳密化

の傾向が認められる。その主なjfiは，第 4節で述べるO

さて以卜.の IÎ丹 /~~i\ は， グパー制度がその普及と成熟の度合に恥いて， 1SS0年代に新しい段

附に入ったことを示すように目、われる。その意味で発展期といえようの

最後に. 16来紀末から主として 17世紀にまたがる第三期jについて， 本稿は直接検討の

対象としていなL、。 ここでは，チチェーリンとB.グルディノブスキーの研究に従.......-)て，

その廃止までの過程を簡単に記すに宿める。一般的傾向か r)¥， 、えば，初発におけるグパー

制度の花り方からのいわば逸脱・変質が指摘されるo 17 111:紀に入ると， グパ一機関は，

大幅にその権限が拡大されるO 宗教的異端，殺人，放火，内殺，姦通などまでが，その任

22)通説的には， 1555β6年に設慨されたとJtえられている O ノーソフや A.K.レオンチェフなどは，

15~~9 年説たとるが， こ;fL'上ノ?のところ， :39 1fにグパー制位が全 P~I (j (J に碍入されたという仰向平にた

った頼推である。

23)文円 1，2， 4， 5， 6， R. 
24) A. Yi. 5IKOBJIeB， yKa3. CO可.， CTp. 58. 

25) C. A. lllyMaKoB， HOBhI兄 ry6HhI匁 H3eMCKHSI rpaMoTbI， CTp. :339. 

26)文書 9，10， 11， 12， 1& 
27)実際には，これ以後にも 3過のグラーモタが交付されている。しかしこれらはいずれも，地域一般

ではなく，忠人犯に交付されている点が共通している O そのため形式において特許状の形が維持さ

れたと x.えられる o CM. C. A. lllyMaKoB， fy6HbI冗 H3eMCKHSI rpMaOTbI…， CTp. 17. 
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務の対象に加えられ28) また今日的な見方をすれば，民事に係わる事項にまでその権限が

及ぶようになる O しかしその反面で，大公の任命によるグパー長老が登場するようになる O

こうなると， グパ一長老は， 当時地)j行政一般を司った地方長官 (BoeBO.ll.a) とその性格

において選ぶところがなくなり，従って，現実にも管轄をめぐって，相争う事態が生まれ

るO こうした変化の画期を成すのは. 1604年に始まるいわゆる動乱時代であった。 この

l時期地方主配の権限は地方長官に集rjlL. グパー制度は事実上廃止されたといわれるO そ

の後 1627年勅令によって復活し. 1649 eif ~ 、わゆる会議法典にもその役割が規定されるO

1679 irwびグパ一長老制は廃止され. 1684 {r.のーH与ー復活ののち. 1702年ビョートノレ 1t止

によって最終的に廃止されることになる29)。

111. その構造をめぐって

日ij節で，歴史の縦軸に沿ってグパー制度の在り方をみてきたが，次にそのいくつかの断

面にふれたいと思う O その組織の構成に関する問題である O

1. ゲパー制度の諸類型

グパー制度を士族的機関と特徴付けるとき，その第 1のメノレグマールは，責任者たるグ

パー長老 (ry6Hbl白 CTapOC'Iヨ)が， いわゆる士族同 (1ボヤールの子等J) から選出される

ことであった。しかしこのことは大まかにそういえるだけであって，事態はもう少し複雄

であるO まず改革期の 7通のグパ一文書からみると，機関の構成には，以ドのような諸類

型が認められるO

①「士族」型

前節で引用した文書 1がその代表であり， 文書 2.7がまったく同じ形式をとる O 交付

対象地域は郡全体， ク、、バ一機関の II苦情:は，郷，スタン，ポサード等，郡に対する行政の下

位区分ごとに30) と指示されているO 交付の宛先として. 1諸公， ボヤールの子等」を竿

頭に. 1長老達，百人長達，十人長達J. あらゆる積類、の農民，各種非農業民まで，地域の

全階層が丁寧に列挙されているのが特徴的である31)。グパー集会において，郡内の各郷及

びスタンごとに， 1 ボヤールの子等J から 3~4 名統領を選出し，グパーの責任者とするO

28) 1649年会議法典第 21章を参照。 Co60pHoeYJIO)l{el-lHe 1649 ro.n.a， M.， 1961， CTp. 265-287. 

29) CM. B. H. 4H可epHH，yKa3. C01J.， CTp 500-504; B. Kyp.n.HHOBCKH首， yKa3. CT.， (.n.eK.) CTp. 316， 

339-342. 

:30)以ドにもしば Lば言及される行政区分について，ここで簡単にふれておきたいと思う O 農村地域に

関 Lていえば，郡ースタン・郷一村・小村一部落という大ざっぱな序列を考えることができる O ス

タンと郷はl斗格か，あるレは I抗告ーがご~三の郷を併せたものであったようである O 都市は一般に三

つの部分に分かれてし、た。核となるゴロド，そのまわりにポサードとスロボダーがある O 本稿でし

ばしば f~!えされるポサードは，いわば向 TL己定 íì:l又で，本来の一昨を都市民の JA{ì:l正であった。その

近効に，軍人や，下級奉公人，聖職者ーなどの集落スロボダーがあったO

:31) この部分を，例えば文書 7から示す。「諸公，ボヤールの子等，すべての奉公人達，長老達，百人長

達，十人長達，余大公の農民連(御料地農民)，封j也の農民達，修道院の農民連，国有地農民達，養

蜂者達，漁師達，など誰であろうとも例外なく。J(C. A. llIYMaKoB， HOBbI兄ry6HbI兄 H3eMCKH兄

rpaMOTbI， CTp. 332.)第 II期の支書 9，10， 11なども同じような全階層列挙の記述を含んでいる。

これらの記述は，ただし，まったく同じというわけ-eはなく，農民のカテゴリーなどで，いく分か

の業~，土認められる O
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下役として，長老述， 十人長達. 5'"'-' 6名の「持き人々Jが統領と「共にある」べきこと

が指示されているO

(2i 修道院領型(文書 6)

これは，第 Iの型の耳E穐といえる。ヴェジェツキー・ヴェルフ都内のトロイツェ・セノレ

ギーエフ修道院領， 二つのスタンにあった 6筒所の村 (ceJIo) 及び小村 (ceJIb日0) とそれ

に付属する複数の部落(瓦epeBH5I)を対象に交付された。被交付:告について①型のような

全階層の列挙はなくれにそれらの村々の「全農民Jと記されている。そもそも交付対象

地域が限定されていたためか， ここの文書には「各郷ごとにJという --1りがなL、。対象とな

った所領全体に単一のグパー機関が設宿されたと考えられるO クやパ一統領には，選出土族

ではなく，修道院の領地管県人 (rrp問mlllJIK) があてられた。その配ドに， r長老達，百人

長達. -1-人長達，善き人々を選ぶ.彼らは善良にして，われわれの任務にふさわしいもの

であることJと記されてし、る問。

③ 国有地型(文書 3)

この文書は， ヴャトカ地方の北西部スロボドスキー・ヴェノレフニー・ゴロドク(及びそ

の周辺の若干の郷・スタン)に交付された。被交付者は. r長老達.百人長述，十人長達」

及び全階層の農民であるmo ノーソフによれば， この地域は 16惟紀中頃まで封地や修道

院領の普及度が低く，都市的小集落たるゴロドク (ropo且OK) もさしあたり軍事・行政の

拠点にとどまっていた。従って，地域の基本的性格は，周辺郷で優勢であったIlg有地の小

農民経営によって特徴付けられた34)。グバーの構成もそれに対応するO

各スタン， 各郷で「宣誓人(複数)J (ueJIOBaJIbHHK) をグパーの統領とする。それと共

に r3 '"'-' 4名の善き人々」が補佐役となる。 L、ずれも読み書き能力が条件となっているO

統領たる「宣誓人」は，この場合固有地農民から選出された向。

④ 都市型(文書 4，5) 

文書 4は，当時製塩業が盛んなことで知られた商業都市ソーリ・ガリツキーの「百人長

達，長老達，十人長達」及び「ゴロトとポサードとスロボダーの全住民Jに宛てて交付さ

れた。ここでの組織構成は，次のように記されているO

「汝等に，われわれのグラーモタが送致されたなら，すぐに...・H ・.10戸につき卜人長 11;， 

32) A. 11.日KOBJIeB，yKa3. COlJ.， CTp. 62-65. 第 III期では，女;当 12が同じ類型といえる。

33) TaM )Ke， CTp. 55-58. ここで全階}替の農民というのは，次のような三階層である {XpHCTb5IHe

JIyT可seC富める)s Cepe.llHse C普通の)s MOJIO江bleC貧し L、)}.

34) H. E. HOCOB， yKa3. COlJ.， CTp. 252. 

35)ノーソフは，国有地型のグバー制度の出現を，当時の政府部内におけるベリスキー派とシュイスキ

一派の政治的抗ゃに関連付けて説明している。即ち皇母エレナ・グリンスカヤ没後イヴアン・シュ

イスキーによって 1!<1有地型支持が交付されたが，その後ベリスキー派が政権を掌握するに及んで，

土族関の利害の堅持の観点から，このタイプの文書の交付を中止したと説明される (TaM)Ke， CTp. 

261， 306-307) その点はともかくとして， 国有地型は， この文書 3しか見当たらず， どれ程普及

LたかはっきりしなL、。一つの千掛りは，文;tr3の中に，凶有地型のf?及を古IT提としたと思われる

「修正」箇所があることである。 他のグパー管区への共犯者申し送り規定で， もとは，その書面iの
送致先は iCそこで)グパーを司るボヤールの子等」 とだけ記されていたが， 文書 3では，次のよ

うに改められた。「ボヤールの子等と長老達と賀曹人述。J下線部は. ['i~l 有地型を想定して， tf? き加

えられたと三Jfえられる (A.11.日KOBJIeB，yKa3. COlJ.， CTp. 56.) 
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50戸につき五十人長 1名， 100戸につき百人長 1名を選ぶ。J36)

ここでは，統領またはグパー長老は '-1及されておらず，その代わりに， rOpO)J.OBO訪日p品

開山HK37)がその統卒者の地Nr:におかれた。文書 5も京本的に，その内容に変わりがない。

次にtnII Jt:Jjのグパ一文書について， グパー機開設置の単位とその構成(及び類型)を

示すO

38) 

支書ぉ I '，~ ---ピロ l胸打 p プ修 制i{[ グく一長老 2名， rfとして農民 6名 i類型 I
4ヶトL 1小村 | 

91メデイニ・ポサード及ひ、メデイニn日の!グパー長老2名 l類型 I

複数のスタ γ と拙.15 複数の r.U 及び書記

101 ズプツォグォ ~r日の 5 組.15 グパー長老 2 名 |類型 I

及びその才¥:-rの付属地域 !複数の r.U. 

111ベローゼロ郡のポサート、・ベ p ーゼ日 |グパー長老 2名 |類型 I

及び複数のスタ γ と恕15 複数の r.U.及び書記 | 

※ ry6Ho白 ueJIOBaJIbHHK

二つの時期jを比較して特に注目したし、のは， グノ:ー{ti;I足の規模. より正確には， グパー

長老の選出とその配院の空間的単位に変化が認められることである。当初グパ一機関は，

おおむね郡|人]の郷，ある L、はそれに準ずる地域lp.{\'r~ ごとに I没置された。 しかし.第二期で

は， 2:71のグパ一長老と若干名の「グパーのJf!?詩人」が， 郷よりはもっと大きな地域(文

lf-9， 11ではおそらく郡全体39)) をその管轄とするようになるO 文書によって多少の差異

はあるが，一般的には郷単位カミ~~)itl) ip_イ伝へのグパー管[互の再編というこえができる。

2. ゲパー機関の構成

これまでの記述からわかるとおり，地)jにおかれたグツミ一機関は.原則として二つの府

から構成されていた。

政府はまず，その統本名ーとして，士族主たはそれに準じたいずれにしろ非農民的階層の

人々を起用しようとした。都市や修道院傾では，既に存在していた地方支配の役職(それ

が公的なものであれ，私的なもので、あれ)が，そのような要求を満たし，かつ依拠するに

たるものとみなされ， グパーの責任者に「転用」された。しかし，ほとんどの農村地域で

:36) TaM )Ke， CTp. 58-59.女:，!~ 16もこの虹{刑に属する。

37) グノミー制度とは万IJの系列の地 }j役人で， 16 !U:紀初副から漸次令部I¥iに導入された。 今日の通説で

は， やはり一二1.族から選出され， 都!liにおいて治安維持と戦時の兵員の動員や開株， 武器弾薬の雌

保，城壁の保守などの任にあたったといわれる。ノーソフの研究の第 1部は， この制度の研究にあ

てられている o CM. H. E. HOCOB， yKa3. CO'l.， CTp. 20一197; M. A. ，UbHKOHOB， fopo江OBbIe

rrplfKa山 HKH.O'lepKH lf3 HCTOpHH Mecnroro yrrpaBJIeHHH 8 MOCKOBCKOM rocy)1，apCTBe XVI 
BeKa， {}KYPHaJI MHHHCTepCTBa …・~， HHBapb， 1900， CTp. 55-87. 

:1S)市 III期の乞tfEには， こう Lた1;再点での共通性はなL、。 例えば .11:.，q: 12では， トロイツェ・セルギ

ーエフ修道院の 21fl[¥にまたがあ 1可制に汁して， 数は判明 Ltn 、泊、出数の官民地管煙人でど立任~.と L

たグパ-Tffz?人， Adklなどからなるグバー機関が定められ， 支:!}14では 2郡2郷にまたがるボ
ヤーリン・ゴドゥノフの所領に，グパー長老とグパ一台誓人がそれぞれ複数定められている。

39)文，I}8， 10と比較して， 9， 11が郡全体と考えられるのは， 前者の場合と違¥"， こちらでは郷や

スタンの回有名詞が挙げられていないためである oCM. npn.， BbIrr. IV， CTp. 179; A. 11.兄KOBλeB，

yKa3. CO可.， CTp. 74; H. E. HOCOB， yKa3. CO可.， CTp. 328-329. 
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は， 士族支配体制がまだ準備されておらず， 新しくその選出が求められた。「選ばれた統

領たち」がそれで，第 II期の文書からは，一般に「グパー長老Jと呼ばれた。最後に，

国有地型の場合，この点の原則の逸脱といえるo 農民から選出された人々をグパーの責任

者とすること，こうした事態はすべての地方で士族をグパー機関に確保するのが必ずしも

可能ではなかったこと，要するに人材不足を暗示しているように思われるO

グパーの構成におけるもう一つの要素は，農民あるいは都市ボサード住民から選出され

た人々であるO 第 I期の文書では，長老(時として宙人長)， f-人長，普き人々などの名

称で呼ばれ， グパーの任務逆行に際して，グバー長老の補佐役，あるいは下役であった。

しかしいくつかの理由から，彼らがグパー改革そのものに起源をもつものとみなすのは，

適下liではないと考えられる O ここではその点についてだけふれておきたいと思う O

グパ一文書には，長老といわゆる「十進法制度」が，二通りの文脈において言及されて

いる O その一つは，文書の被交付者として列挙されている場合であるO 前項で、述べたとお

り，被交付者の書き方には， いくつかのパターンがあった。大きく分ければ， 1"諸公，ボ

ヤーノレの子等Jから始まる全階層列挙のケース40)と，全農民または全都市ポサード住民だ

けが交付対象であるもの41)の二通りといえる O その際，どちらの場合でも一例を除いです

べてに，長老， 百人長， 十人長などが， その被交付者の中に含められている。そしても

う一つは，彼らが新しく設置されるべきグパー機関の構成要素として言及される場合であ

るO この二つのケースで，名称こそ同じであるが違った人々のことが語られているのか，

単に同一の対象を別の文脈で言及しているに過ぎないのか，が問題であるO

そこで，長老，百人長以下の人々をグパーの役職に定めた部分の記述を，もう一度次に

示したし、とjBうの文書 1，2， 7と文書 6，では，その記述に微妙な違いがあるO

文書 1，2， 7 

①「……各郷につき 3"'-'4名のボヤーノレの子等を統領とする{...y可lIHlIJIll...B rOJIOBaX 

，lI.eTe白 60冗pCKbIXB BOJIOCTlI tJ:eJIOBeKbI TplI lIJIlI可Tblpe，.. .y，さらに， 彼らと共に，

長老述，十人長述及び善き人々，農民 5"，-， 6名....・...{，lI.a C HlIMlI CTapOCT 1I瓦ec兄T日間X

1I JIy'I唱iXJIIO瓦e首 KpeCTbHHtJ:eJIOBeK rrHTb lIJIlI rneCTb，. . .y42oJ 

文書6

②1"(修道院の)領地管珂人を統領とする {y可lIHlIJIlI c06e rrplIKamlIKa B rOJIOBaX}，... 

(そして) 長老述， 百人長述， -1-人長達及び善き人々を選ぶ {BbI6paB CTapOCT 1I 

COTCKlIX 1I瓦eCHTCKlIX 1I JIyTtJ:lIX JIIO.瓦e註YoJ43)

CDの文章で意味が不明瞭なのは， 1"彼らと共にJ(c HH服 1) の一旬である。ここの記述か

らは，長老や十人長などが，統領選出に際して，やはり新たに選ばれたものかどうか，判

然としなし、。そこで⑦をみると，その点はっきりと書かれているo 1"選ぶJ(BbI6paB) の筒

所である O 従って⑦も同じように解釈すべきともいえるO

40)文書 1，2， 7， 9， 10， 11. 
41)文書 4，6， 6， 8. 
42) A.日.5IKOBJIeB， yKa3. CO可.， CTp. 61. 

43) TaM iKe， CTp. 63. 
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しかし，第 I期と第 II期のグパ一文書を見比べると，文書 6の {BbI6paB} のー句は，

まったく例外的で，ほかには見当たらなL、。一般には，①の書き方が用いられている。そ

して文書 6には， もう一つの例外的特徴があるO 先にふれたように，第 1-----II期のすべ

ての文書で，その被交付者の111に長老，百人長，-1"人長などが含まれているが，唯一の例

外はこの文書6の場合で，被交付者は単に 6箇所の村々の「すべての農民J44)と記されて

いるO この点からするJ::，次のような推定が可能であるのもともと長老や十進法制度が健

在であった地域では，彼らはグパ一文書交付の際の被交付者のrjlに合められ， %frLく選ば

れるグパーの統領に協力すべき旨が指示された。 Lかし何らかの原因で彼らが存在しなか

ったところでは，被交付者の中にその名が含まれず，新たに選出する旨が記されることに

なった。

さて，要するにグパー制度がその下部構造として，在来の農民的選出制度を踏襲したも

のであることを示唆しようとしたわけであるが，こうした見方は，ノーソフの研究でこそ

採用されていないとはいえ，まったく新しいものではなL、。革命前のグ、パー研究では，c.

A.シュマコーフや B. クルディノフスキー，あるいは A.ll. グラドフスキーなどが，そ

うした見解をとった45)。当時はむしろ一般的な捉え方であったとさえいえる Oまた 1960年

代以降に復活したソヴェト史学における農村共同体研究(従ってその成果はノーソフの研

究に直接には反映していなしうでも，主として国有地における郷を単位とした農村共同体

の自治を指導的に担う人々として， 長老や， 百人長， 十人長の姿が描かれている46)。 さ

しあたり，理論的にそれが共同体といえるかどうかは別として，農民郷における伝統的選

出制度が，グパー創出に際して利用されたとする旧説に立ちかえることには，問題がない

ように思われるO

グパー制度は，おそらくこうした農民郷(一部は都市ポサートツの内在的秩序と密接な

関連をもっていたために，改苧.の初発においてはまず郷を単位として実施されたO その後

第 II期に入り，グバー管区が郡規模に拡大されるO その際，全郡で総数6名内外の補佐

役に， もはや，長老や十人長など農民郷に由来する名称は相応しくなかった。新しい名称

は，農村とではなく，国家とのつながりを顕示するものであった。十字架接吻の宣誓によ

って大公への忠誠を誓う「グパー宣誓人Jry6HoH ne~OBa~bHHK仰がそれであるO

44) TaM LKe， CTp. 62. 

45) A. )l. rpaJlOBCKHH， yKa3. CO可.， CTp. 93-102; C. A. llIyMaKoB， yKa3. CO可.， CTp. 40， 96; B. 

KYPJlHHOBCK目前， yKa3. CT.， (OKT.)， CTp. 290-291.当時グパーをめぐる論争は，それが特権であっ
たか，義務であったかという点が中心であった。それについての見解の違いを除けば，オーブシチ
ナとグパー制度の関連をまったく否定する論調は，チチェーリンやクリュチェフスキーなども合め

ても，あまり見当たらないといえる。

46) 1960年代初頭のいわゆる同有地論争をきっかけに，ソヴェト史学の農村共同体研究が復活したわ
けであるが，その研究動向については，さしあたり拙稿 rrl'1i吹末ロシアの農村共同体一土地関係訴

訟史料を通じてみたその構想、一J(W スラヴ研究<~， No. 27， 1981) pp. 29-34を参照されたL、。なお

共同体の実態について，近年の研究でもっとも軍要なもののーっと思われるのは， A. 11. KonaHeB， 
KpeCTb兄HCTBOpyccKoro ceBepo B XV B.， M.， 1978である。

47) この名称は， rグパー長話Jと同様，基本fI"Jには第 IIJ切の敢初のもの，文，If;8から(交われ始める。
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IV. 犯罪とその社会的抑圧

1. ゲパー制度の任務

「既に 16世紀に生まれた郡におけるこの最高裁判=警察権力は，われわれの知るように

混合的性格を有していた。すなわちその権力の起源においては地方的であり，その職掌に

おいては官署的であった0
48

)Jグパー制度の矛盾した性格を. B. O. グリュチェフスキー

は. このように特徴付けた。「権力の起源において地方的Jというとき， 彼が念頭におい

たのはグパー長在が地方のグパー集会で選出されることであった。この点には，先にふれ

たとおり，制度の某府を構成したと思われる農民や都市ポサート住民の伝統的選出制度を

合めて考える必要があろう O グパー制度のこうした複合的(あるいは二元的)構造は，ほ

ぼ同時期に実施された地方改市 (3eMCKa5Ipe中opMa) と対比すると， 一附その輪郭がはっ

きりする。

1550年代半ばに開始された地方改革で、は，まず郷または都市ポサードの非特権的担税住

民にやはり地域ごとに yCTaBHa5I3eMCKa兄 rpaMOTaが交付され，それによって彼らにある

程度の地方向治が許与されることになった。その史料には，なすべき多くの行政課題が列

挙されているが，国家的利害の観点からいえば，これは第 1に税制改革であった。もとは

代官・郷司，その他の大公派遣の役人によってかなり複雑な費目ごとに徴収されていた税

を，多くは-:ttfj金納で、地方住民に課すこと，他方で裁判管轄を合めて，私立らを代官等の支

配からはずし一応独自の裁判管轄区を許すこと等が規定された49)。一般的にいえば，先に

述べたとおり， 16世紀前半を通じて観察される扶持制度の京弱形骸化現象と，その最終的

廃止に対応する措匠のーっといえる。このとき導入された地方制度は， グ、、パー制度と見く

らべると「士族的上部構造」を欠き，農民あるいは都市民の富裕)視が指導的役割を占めた。

従ってその構造からいえば，固有地型のグパー制度に近いものであるO よく似た制度であ

りながら，両者のこうした速いは，政府によってそれぞれに期待された行政的責務の性格

の違いに対応しているO

16世紀において，グバーの任務は，札付きの (Be瓦OMO抗50)) 盗賊と窃盗に対処すること

であった。第 I期と第 II期で， それぞれの任務に関する記述は， 次のように位置付け

ることができる。第 I期の文書では， その対象とする犯罪は，基本的に盗賊だけで，窃

盗は第 II 期の文書から加えられる。 また前者では， グバー機関は盗械を探し出し， 捕

え，処罰するべきことが命じられてはいるが，その手続きにつし、ては簡略で部分的記述し

かなし、。後者では，いかに行うかというまさにその手続きの点に記述の重点が移り，詳細

48) o. O. KJIIO可eBCK目前， COlJHHeHH兄， T. III， M.， 1957， CTp. 149. 
49) これらの点については， さしあたり拙稿「ロシアの都市自治に関する一試論一一回 16・17世紀トロ

ベツ iliを素材として一一JOl'北大史学~，節 22 号， 1982， pp. 30-47.) な参照されたL、。 ソヴェト

史学の研究では，この点についてやはりノーソフの研究が活要である o CM. H. E. HOCOB， CTaH-

OBJIeHHe COCJIOBHO-rrpe.ll.CTaBHTeJIbHbIX ylJpe)l{江eHH泊 B PoceHH， JI.， 1969. 
50) Be.ll.OMO訪の具体的内容は，レまのところあまりはっきりしない。ソヴェト史学では， A. r.ポリ

ャークが，支配階級にとって不都合な人物を処罰しうるように，犯罪の認定に弾力をもたせたもの

と解釈して L、る o (口pn.，BbII1. III， M.， 1955， CTp. ;184.) CM.凡B.4eperrHHH， PyccKHeφeoλ-

aJIbHble apxHBbI XIV-XV BeKoB， lJ. 2， M.， 1951， CTp. 328. 
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かっ具体的になる。

まず第 I期の文書から，その任務規定の要点を述べるO 第 1に，汚該グパー管区におい

て盗賊及びその共犯者(盗賊を匠うもの，掠奪品を保管するもの)を捕え，審問し，物I'JI.J

証拠の提示や拷聞による白白の獲得によって有罪を確認し，答刑ののち死刑に処すこと，

これが総括的な任務規定である 51)。これをうけ』て第 2に共犯者に閃するいわば細則があ

る。捕えた盗賊から，拷問によって共犯者を聞き 11¥L.その共犯者がrlすーグパー管l乏のも

のであれば， Jldじように処i;'1:-ずること，他の:crLえのものであれば，そこのク'パー長老に書

而で申し送ること，などであった52)。第 3に，捜索活動について，盗賊が，掠奪の現場か

らどこへ立ち去ろうとも(それが管K外であっても)追跡し，捕純すること 53) 第 4に，

処刑された盗賊の財産は. ヶーパー長老が没収し，被官者への賠償とすることなどが規定さ

れずこ54)。

ところで第 I知jの文書のr{1には， 一見してこれとは異質の任務規定を合んだものがあ

るO 文書 4と5で，どちらも都市型のグラーモタの場合である O そこでは，任務に関する

上記の内容が，他の文書にくらべて一層簡略に書かれている反Ifri，その独特のグバ一機関

の構成に対応して，次のような任務が前回に押し出されている。

「し、かなるものであれ，出を商いするために誰かの家に立ち寄ろうとするとき，あるい

は(ソーリ・ガリツキーの街を通過する)旅する者があるとき，汝等は，それらのものた

ちを，自分達で十人f記述のところに知らせる，十人長述は五十人長述へ，五十人長達はそ

の件につき百人長達に報告するO 百人長述は， 71. 十人長達， 卜人長述と共に，そのものた

ちを監視しいかなる人物がし、かなる家にあるかを記録する。55りもし不審者があれば「汝

宇は，そのものたちを捕え， ropo且OBOH I1PHl<:a山HKのドに述行JL，両者共同で「彼らが

いかなる人物ヵ、を審問」する O 審問の結果，彼らが「吉良な人々」で、あれば，その名を記

録し釈放， 1"悪党たる盗賊」であることが判明したときは.M述のようなグノくーの一般的

手続きにJ1IJって処刑されることとなったの

ノーソフはこれを，農村部と都市的集落の場合との社会的条件の違い，特に人口移動の

相対的激Lさに対応した都市型の任務で、あったと解釈した56)。文書 4， 5にみられる別の

特徴(被処刑者の財産に関する規定一財産没収ののち被害者への賠償，残余あるときは売

却し貨幣化して保管-下線部はほかの文書にはな¥，¥ 57)) も，商業活動が相対的に深く浸

透した都市的様相に合致し都市型の任務という彼の解釈を補強しているO

しかし他方で，任務規定におけるこの二つのタイプは，基本的性格において共通してい

る而があるO この都市的タイプには.伺別の犯罪行為によって一時的・部分的に素乱をき

たした法秩序を犯人の逮捕一処罰等によって回復するとし、う事後処理的性格よりも，犯罪

51)文，q:1， 2， 3， 6， 7. 
52)同上。

53)同 I二0

54)文書 1-7.

55)日.11.兄KOBJIeB，yKa3. COq.， CTp. 58-59. 
56) H. E. HOCOB， yKa3. CO可.， CTp. 266. 

57) A. 11.日KOBλeB，yKa3. CO可.， CTp. 59. 
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の未然の抑止を目指した治安体制の性格が強し、。そして，先のいわば農村型の任務規定の

場合にも，さしあたりは記述が簡略なため鮮明とはいえないが，同じ特徴を指摘すること

ができるO この点は，次にグバ一行政の手続きの問題にたち入れば，一層はっきりとして

くるはずであるO

2. 審問 (06hICK)

さて，第二JtJJの;文書になると，こうした行政課題を果たすための細則が定められるよう

になるO そ乙には， グパ一行政に動員された地方社会の独特の行動様式が観察で、きる。

まず，今日の通念と追って， グバーの捜索活動の開始は，必ずしも被害者たる原告の告

訴だけに結びっくわけではなかった。文書9の記述泊るら，二つのケースを読みとることが

できる。

ω 「何人かに対し被害者が強盗の告訴を行なし、，しかしそのものたちに対する告発 (513hI鴫

K)5B)がなく，被官者が決闘をのぞいてほかのいかなる有罪の証拠も提出しないとき， (グ

パーの)長老たちは，そのものたちについて審聞を聞く。審問で...・H ・-彼らは悪党である

といわれ，しかし……彼らの強盗(行為)が名指しで(特定して)いわれなかったとき，

長老たちはそのものたちを，審問に従い拷問に付す。59)J 

(2) 1審問で，何人かにつし、て，彼らが恵党であるといわれ， しかし被害者がいないとき，

(クシミーの)長老たちは， 審問に従い，そのものたちを追跡し，捕え， 自分たちの古Iiに

連行するよう命ずる。また，彼らの財産は，それぞれ記録したのち封印し，一件が決裁

するまで保管する 0
60

)J 

この二つの引用には，犯罪捜査の端緒となる二つの要点が述べられている。第 lは，被

在者の告訴に始まるケースである。彼の告訴は，物的証拠を伴わないとき，審問にまわさ

れた。審問の評定に際しての要点は，犯罪者であることを示す客観的証拠よりは，被告の

批評を吟味することにあったと忠われる O その犯罪行為が特定されずに有罪とされること

がありえたのは審問のそのような不正り方を示唆している61)。

第二は，被害者ではなし、第三者の告発が機縁となる場合であるo (むの引用では告発がな

いケースと I氾されているが，方Jjの的所には，告発によって審問が聞かれる旨が記されてい

る (1....・...そして何人かに対し告発がなされ，審問で彼らは恵、党であるとされ，・・H ・...J62))。

その際，告発者が単独で、あるか，複数 (2~:3名)であるかによって，被告の取扱いに差

異が生じた。この}¥lXは後述するO

そして，②の引用は，この第二のケースに属するものと思われる。少くとも被害者が存

在しないことは明らかであるが，審問に先行して第 3者の告発があったがどうかにはふれ

られていなし、。その)¥1¥¥V土，②の記述における関心が別のところに向けられているためと考

58) CM. DPD.， BbIll. IV， CTp. 384. 

59) )( ，Ii-9. TaM )Ke， CTp. 182. I審!日lJに関する以下の記述は基本的に文:，1}9に従ったの-c，いちい

ち典拠を挙げな L、。しかしその内容は，文書 10，11， 13等にも共通している O

(0) I""J J:.o TaM )Ke， CTp. 180-181. CM. B. KPY.21HHOBCKH説， yKa3. CT.， CTp. 330-331. 

(1)犯Dt行為が特定されたとき，処Hllのfil度はーランクずつ上がったO

(2)支:，q:9. DPD.， BbIll. IV， CTp. 181. 
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えられるO ここで「被害者がないときJと記しているのは，主に，引用の最後の部分に対

応しているO 通常被害者があれば，被告の財産は，被害額の半分に相当する額を限度とし

て，まずその賠償にあてられ，残余は政府によって没収された63)。ここでは，被害者がな

い場合の没収財産の取扱いが規定されていると考えられるO

こうした手段によって告発された人々に対して， グバー長名は，追跡，逮捕，連行を，

下役たる宣誓人達(第 1期では，長老，百人長等)に命じた。その任務は，厳しい連帯責

任制の下に置かれ，逮捕の失敗，あるいは犯罪の黙過に対しては，賠償金の 2倍に相当す

る罰金を含む大公による処罰が， グパ一機関とその選出り体たる地域住民にドされた64)。

さて連行された被告に対して，次に審問が行われる。審聞において下される評定と，そ

れに基づく処置は， いくつかのケースに分けられるO まず第 1に評定が無罪 (1善良な人

で々ある....・...J)のときであるが， これについては記述がほとんどなし、。 おそらく評定の

のち釈放されることが当然であったためと考えられる65)。

次に評定が有罪であったとき (1彼らは， 札付きの悪党である…-…J)。 この場合審問の

結果に従い，彼らはグノミー長老によって拷問に付されるO そこで， tl白があってもなくて

も評定の効力によって死刑に処せられた。これは一見奇異にみえるO しかし拷問の目的

は，自白の獲得と並んで，共犯者についての供述を得ることにあったので，評定にょうて

死刑を運命付けられた被告にあえて拷聞を加える必要があったと考えられる。

第 3に， ~\f定において見解が「半々にJ 66)分かれた場合で，これも二つのケースに分か

れる。被告の逮捕の機縁となった第 1者の告発が一人によるときと，複数(2 ，.---<~名)の

ときであるO いずれの場合にも，審問ののち拷問に付されることは変りないが，それでも

なお自白がないとき，前者では，彼を無罪とした人々に身柄があづけられ，彼らに保護監

63) I賠償額の半分を限度」にと L、う規定は，初')WJの3CAにはなL、。例えば，文占 1では「財庄(rrO.llBOpb凡

)I{HBOTbI H CTaTKH) は，統領になるべき人々に引き渡す。そ Lてそれらは，盗賊に襲われた人々

に引き渡される oJ(日KOBJIeB，CTp. 52-5~.) ただ L ， ~自信t後残余があるとき， それを政府に報告す

る日の指示があり， こう Lた慣行が，のちに没収UlIえての被害者と政府による折半と L、ぅ事態に移行

したと J5Aえられる c 抗 IIWJの文，1]:9， 10， 11などに「、1'--棋の賠償 (a)I{HBOTbI HX， 0可eH冗， OT江aTH

HCUOM，… BrrOJIbI HX HCKOB)J とL、う規定が登場する (OPO.，BbIfI. IV， CTp. 182). 

64) この点に関する直接の規定は，第 I期の文1:にあるものと，第 IIj明のものとは，若干性格が異な

る。第 I則では，犯罪の黙過に対して， 地方住民自体か処罰iされる内容で， 本論の記述もそれに

従った。第 IIJtj-J の~~ ~~f には，それと|司じ組行の規定が見当たらず，グパー機関に対してではなく，

審問に非協力な市公や，ボヤールの子等に対する ifil金が定められている O 第三節で述べたが，銀li

単位から郡単位への管区紘大に従って，グパ一機関に対する政府の態度に変化が感じられる。例え

ば，交苫 9(Opn.， BbIfI. IV， CTp. 18ト182)を参照。

65) 直接には文，!Hの次のような記述が参考になる。 I(審問において)， 彼らが苦-良な人々であること

が判明 Lたとき， 汝等は，それらの人々の名 liijを記録 L. 彼らを遅滞なく釈放する。J (珂KOBJIeB，

CTp. 59.) 

なお. I苦良な人々は06PbIeλ旧.llH)J といわれるのは， 彼らカ‘ 1!\~;W であるという忠;味であり，

Ilij節に笠場するI也}]"の農民代友としての「詩き人々はYT可HeλID.llU)J という名称とは白接関係

がない。後者は，厳宙には. I故良の人々」と訳すべきであろう O

66) 文字通りに訳せば「半々に」となる。 {aB 06bICKy eBO Ha30ByT rrOJIOBHHaぇ06PbIM; a .llpyra兄ー

JIHXHM，…〉 しかし，当時厳密な意味での多数決が行なわれてし、たとは考えられず，この場合満場一

致が件られず，討定が大きく二つに割れたケースを想定したほうが安当かもしれない。 cf.Michi-
gan Slavic Materials， p. 39;口PO.，BbIfI. VI.， CTp. 183. 
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督が命ぜられた67)。後者の場合，被告は終身投獄となるo 投獄中もし彼の別の犯罪行為が

発覚すれば本人は死刑，同時に彼を無罪とした人々から 2----3名の「善き人々Jが選ばれ，

答刑に処されることになった。どちらの場合にも白白があれば，処刑を免れなかった。

共犯の告発をうけたものに対しでも，やはり同様の追跡，逮捕，連行が行なわれた。逮

捕， 連行ののち， 彼らはまず告発者(この場合には最初の被告) との対審68)に立たされ

た。対審の結呆は二通りであるo ri4j者の対決において告発者が被告発者をやはり共犯者に

相違ないと認定したときと.その告発を取り下げた場合で、ある。いずれにおいても，審問

が開かれ，無罪ならば今度は釈放ではなく，その評定を下した審問出席者に身柄が託され

た。二つのケースの違いは，罰金の有無だけで，当然告発が取消されなかった前者の場合

に「共犯の告発故にJ罰金 (BbITH) が課された。審問で有罪を宣告されたときについて

は，規定がなL、。最初の被告(従ってこの場合は告発者)と rr'iJじ運命を辿ったとみて間違

いないと忠われるO

グパー制度のこうした広義の裁判規定は，今日的観点からみれば，法体系として極めて

不備なものに映る。予想されるあらゆるケースにつし、て対応する規定が遺漏なく整えられ

ているわけではなし、。刑法史的視角にたって，その欠落部分の解明を含んだ全体的再構成

の作業:が必要であるが，これは，さしあたり本稿の課題の範聞をこえる69)。ここでは，史

料に明示された限りで，考察を先に進めたいと思う。

こうした裁判手統のいわば主舞台であった審聞は，一般的にいえば， グパー長老の下に

召集された地方住民のグバー集会で行なわれた。グノレディノフスキーの研究によれば，集

会の否集者は，原則としてグバー長老であったが，のちには時として地方長官であり，彼

らが出席者に一人ひとり訊問する形式がとられた。 また 1550年代以降， 地方制度が導入

されたところでは，そのシステムが，単独でかあるいはグバー長老と連携の形でグバー集

会にいわば転用されたとし、う 70)

ベローゼロ郡に交付された二度目のグバ一文書(文書 11)には， グバー集会について，

次のように記載されているO

「グパー長老と宣誓人述は，一堂に会す，・・H ・...そして(余は)汝等に命ず，ベローゼロ

郡の全グパーから(諸公，ボヤールの子等からあらゆる農民に至るまで一一全階層の列挙)

何人たりとも例外なく， 各ヴィチ71)ごとにー名召集して， 汝等の下で集会するように。」

「集会に多くの人々が集ったなら(ク。バー)長老たちは...・H ・.(集会出席者すべてを)・…・・

(7) I保 1証 (nOPYKa)J と呼ばれる慣行。 1497年法典でも， 既に女11られている O 詳しくは， 石戸谷重郎

「イワン 3位の 1497~.手法典一本文試択ならびに註解一J (~奈良学芸大学紀要~， 第 8巻 1号， 1959 

年， p. 54.)を参!Ii，io
(8) {CTaBKa C 0可e泊 Haot.m) 

69) これらの審問手続きは，勿論直接に多くのものを 1497年法典から継承している。 CM.npn.， BbIn. 

III， CTp. 374-413. 
70) B. KYP.llHHOBCKHH， yKa3・CT.，(江eKよCTp.323-324， 332-3:3:3. 
71) {BhITh}.モスクワ時代の史料では，数通りの意味で}甘いられる。「部分J を表わす一般的な意味か

ら派生して， 一定の土地!;{酎や課税単位を表わす場合が多 L、。 グパ一文書において， 一方で罰金

(の一部〉という意味でnJl， 、られているが， ここでの用法は， グパー集会への参加者を選ぶいわば

選出区として，既存の課税単位がJfll，、られていると考えられる。 Cf.Michigan Slavic Jl1aterials， 

p. :q; CJIOBaph PyccKoro H3hIKa， BhIs. 3， M.， 1976， CTp. 269. 
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選ぶところなく(次のように)審問する，ベローゼロのポサードと郡の彼らのグバーで，

誰が悪党たる盗人や盗賊であるか，盗人や盗賊が誰のところに立ち寄り，掠奪品を運び込

んでいるか，誰のところから掠奪に出ているか，掠奪品をそれと知りながら買いとってい

るのは誰か。72)J 

またこうした集会の規模については， 知り得るところは少ないが， A. A. ジミーンと

A. r.ポリャークの紹介するこつの史料からは，次のような結果が得られるO

1558年のあるグラーモタによれば， 審問集会の出席者，ボヤーノレの子等 11:i'i，修道院

長 1名及び司祭 7名，長老達，宣誓人達，及び民民あわせて 149名，総計 168名の集会，

また 1550年のある判決書 (rrpaBa冗 rpaMOTa) では，修道院長 1名，司祭 4名，ポヤーノレの

子等 4名，領地管理人 12名， ボヤールの家人 1ti73
)， 宣誓人と農民あわせて 261名，総

計 283名の審問の例が記されている 74)。

3. 犯罪の社会的性格

ところで，この審問の実際は，モスグワ国家の所期の目的からみると，必ずしも満足の

ゆくものではなかったと思われる節があるo 1556年 8月21日付の「グパーに関する決

議」で，政府は早くも苦言を旦せねばならなかった。「決議J冒頭には， 審問で多くの人

々が徒党を組んで偽りの証言を行い (1ある一派は原告の， 他の一派は被告の弁護をして

・・H ・H ・J)，そのため再度審問を聞かせると，その同じ審問出席者たちが，また違った証言を

し，審聞が十分にその機能を果たしていないなどの政府の現状認識がもられている O こう

した「恋意的」運用を克服しようとして，その「決議Jを発した訳で、ある7530

グバー制度に際して採用された一つの原則，即ち審問制度に端的に表われている社会的

相互監視の体制は，直接には，それに先行する警察制度の不備に由来するO かつて行なわ

れていたように有事に際して中央から役人を派遣する方法は，地方社会そのものに移民く潜

行する無法を摘発するには適さなかった。人物の 11:1J定や彼の人的つながり，その追跡や居

所の確認など，犯罪捜査に必要なテクニカルな事項をみたすには，地方住民の協力が不可

欠であった。グパー制度は，一言でいえば，その協力を恒常的に確保するため，連帯責任

制の下に彼ら自身を当事者にしたてあげた体制ともいえるO

もちろんこうした「民衆的基盤Jは，そのあるがままの姿で利用するわけにはいかなか

った。国家制度の有機的構成要素として，いわば服従の刻印が必要であったといえよう O

モスグワ国家と地方社会との相互関係は，時として不一致を成呈することもあったからで

ある。「決議」にみられる政府の不満は，そのことを夫別しているO

さて，そこで直接問題となっているのは，審問に参加lした人々の「犯罪」に対する認定

72) A. 1-'1.兄KOBJIeB，yKa3. COlJ:.， CTp. 74. 

73) {50冗pCKHH:lJ:eJIOBeK}.一般には「ボヤールの奴おりと訳すべきであろう。 しか L，1ず1だけ参加

しているところをみると，その社会的地位Ll:， -般の奴殺と ["'Jじとは目、われな L、。

74) npn.， BbII1. IV， CTp. 394-395.これらの人数は，郡全体の:朱会としては，一見して少な過ぎる印象

を受ける。しか L，それが全員集会 ~Cはなく，各ヴイチ 1名の参加者によることは既に述べた。 同

時に， A. 11.コパネフが報告する当時の郷集会の規ft1に比較すれば，あるfA度納得のゆく人数とい

える。 15世紀中国から 16ilt紀末まで北ロシア・クロストロヴォ郷の 12聞の郷集会の出席者数は，

コパネフによれば平均 50名強であった CKpeCTbHHCTBOPyccKoro CeBepa B XV B.， CTp. 220.)。
75)口pn.，BbII1. IV， CTp. 363-364. 
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の仕方や態度が，必ずしも政府の期するところに一致しなかったことである。政府は，グ

バ一文書冒頭に挿入した「嘆願」で，盗賊を社会のいわば異分子として描き出し，彼らの

暴力に味。され，彼らに対峠する地方の人々に自治的特権を与えると L、う建前をとった。し

かし実際には無法と合法の境目はそれほど単純ではなく，従ぺてこのような建iiijは，グパ

一文書の記述全体を矛盾なく貫くことはできなかった。

かつて 6.1l.グレコブは， この時期問題となった「犯罪者J の社会的性格について，

次のように述べt:..o r- もしれf民の何らかの部分がこれらの『盗賊』をl控~)ているとすれば，

彼らはまったく通常のもの(犯罪者)ではないという L張にはliiJ意できる。問題となって

し、るのは， 疑いもなく....・...農民やホロープの(社会的)運動なのである。7の」盗賊や窃盗

の被害を蒙る人々のいる一方，グパ一文書で，不自然なほど盗賊を匠い，根城を提供し，

分け前に与ろうとする共犯者の摘発が強調されている点を捉えたものであるO ノーソフ

も，史料的検討の末，ほぼ同じ見方に達した7730 階級的抵抗を抑圧するまさしく支配の手

段としてのグパー制度という評価である。

こうした理解は，基本的には支持しうると思われるのただし.そうした農民的抵抗が，

モスクワ国家によって「通常の犯罪Jと同一視された場合も少なくなかったという意味で。

一般的にはもう少し広く考える必要があるO 確かに.共犯者規定は，これら「犯罪Jが農

村社会に埋没していることを予想させ， また， I保証Jの慣行(地域住民の一部による被

告の身柄引受) などが可能であったことからみても， r犯罪者Jそのものが， 職業的犯罪

者として特殊化しているような事例だけを想定することはできなL、。要するに多くは農民

の去をまとっていたであろうことは予想できるO

しかし他方で，審問の有様(特に評定が「半々!に分かれた場合の規定など)や，先の

1556年の決議の記述は， 農民のあいだでさえ被告発者に対する，WUlIiが分かれたことを示

唆しているO その点で，単純明解な階級対立の!:><I式はJItiきにく L、。このような場合では，

審問参加者たちが，法と不l.tとし、う政府が彼らに押しイ、J'けようとした法当れよりは，地縁，

血縁などの結合の皮u¥，、を規準と Ltこ彼らn身の論理に忠Jたであったことを示しているの

ではなかろうか78)。むしろこうした法観念の相違の111に，階級的対立の一つの相がJ<現さ

れているように忠われるO

最後に，グバー制度のまさしく階級的な側面に触れておこう O 先に述べた服従の刻印の

問題であるO 以上のような状況の下で，凶家の観点を失わずにグノミー制度が有効に機能す

76) 6.且.rpeKoB， KpecTb兄HeHa PyCH C .江peBHeHllIHX BpeMeH )1.0 XVII BeKa， KH. II， M.， 1954， 

CTp. 290. 

77) H. E. HOCOB， yKa3. COq.， CTP， 208-210. [kj:{fJ也農民とある修辺院の上J山~めぐる対立の 1ft，) ~ ! 1で，

1550年に農民による 42名の修道憎の殺害事件が起きた。 17tH:紀の交占は，これら農民を「溢賊」
と伝えてレるという。この例などを紹介しながら，ノーソブも，史料にある「忠党たち」が， ilfr-;IU 

の意味の犯罪者ではないこと合指摘する。
78) この点に関連して， グパー機関の職権濫m を戒めた次の規定ヵ・Jj(J味 rÁ~ l 、。「そしてfliJ人も 3eMCKoe

)1.eλ0 やや;Jらかの守tl 、における敵意故に，何人に対して復暫してはならない……。J3eMCKoe )1.eJIO 

を，英訳史料箆でiよ， I盗賊七:件に無関係の '11:柄で! と訳している O 本米のグパーの任務に関係の

ない地方社会の '.jç情に起凶する刈立に，グパーの ~11肢がìIEi，JlJされることな摂じた， とW{釈できると
忠われる。 Cf.lVlichigan Slavic J1vlaterials， p. 34. 
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るためには，地方に配置されたグパー長老を中心とした士族層による地方住民の政治的掌

握が不可欠であった。彼らは，グバー制度の普及とほぼ相前後して，授封によって次第に

農村社会に浸透してゆきつつあった7930 所領経営やその社会身分において最も強く，また

直接に大公権に依存する点で，それだけ忠実な国家的役割の担い手であるはずであった。

その実際の姿について，史料は多くを語らないが，次のような記述は彼らのある側面を示

しているように思われる O

1555年 1月8日付「盗賊の件に関する勅命」

第 7条「都市や郷において，大公のグパー長老が選出され，それらの長老たちが命令に

従わず，十字架への接吻(による宣誓)を行なおうとせず，任務を果たそうとせず，

ツアーリにして大公のグラーモタに従おうとしなければ，それらの長老たちは馬車で

送られ，投獄されるO そして(そののち)監獄から釈放される(……)旅費は彼らか

ら徴収するO そしてそののち，盗賊に関する件を担当し，訓令に従い・・H ・H ・(その任務

を)果すことを，彼らに命ずる。J80)

第 8条

「そしてし、かなる(グパー)長老であろうとも，十字架接吻ののち....・...自分の都合で

モスクワに住もうとし，モスクワから出立しようとしなければ，それらの長老達はモ

スクワから(強制的に)立ちのかせる，そして再びモスクワに現れ，モスクワから出

ょうとしなければ，彼らを一時投獄する 0
81

)J 

第 7条の述べる状況は比較的明瞭であるO 地方におけるグパー長老の選出と，それにも

かかわらず彼らがその任務に就こうしなかった場合に，一時モスクワに連行され投獄され

た。「旅費 (nporOH)J とは，その際の移送費用と考えられるO 第お条は二通りに解釈でき

る。第 1はモスクワの土族中から，任命によって必要な地域へのグパー長老の派遣が政府

によって決定されたが，それに従おうとしなかった場合。あるいは第 2に，授封によって

地方に配置され，またそこでグバー長老に選出されながら， もともとそこに定着しようと

する意志に欠け，モスクワを出ょうとしない場合であるO 一種の中央志向現象というべき

であろう。

L 、ずれにしろ，ここで興味深いのは，扶持制度を原理として，様々の収入が約束された

代官職等の場合と違って，グパー長老の職務はあまり猟官の対象とはみなされず，忌避さ

れるケースも少なくなかったと思われる点であるO また，この規定では， グパー長老の不

服従に対して，政府が比較的軽い処罰で臨み，その後職務への復帰を求めている O グパ一

文書自体には，グパー長老の職務怠慢や恋意的運用に対して，時に死刑や「永遠の失能J

といった厳しい処罰規定までがもられているのにくらべれば82人政府側の一種の譲歩を感

79)士族による封地制の普及過程については，例えば次を参照。 10.r. AJIeKCeeB H A. 11. KOnaHeB， 

Pa3BHTHe nOMeCTHO政 CHCTeMbIB XVI B.， (IlBop兄HCTBOH KpenOCTHO鼠 CTpO益 POCCHHXIV-

XVI BBふ M.，1975， CTp. 57-69.また，その土地制度の実際については， 浅野明 116世紀前半ロ

シアの知行地制ーノヴゴロド地万の事例研究-J， (U西洋史研究』新輯第 12号， 1983年， pp. 53-

92)を参照されたい。

80)口pn.，BhIll. IV， CTp. 358. 

81) TaM me. 

82) A. 11.兄KOBλeB，yKa3. co可.， CTp. 81， 87， 99. 
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じさせるO

第 3節でも言及したが，ここにみられる落差は，おそらくは地方における人的資源の不

足に関連して，グパー制度実施過程における妥協的現実の一端を示唆するものではないだ

ろうか。

5. おわりに

以上，グパー制度の実態をめぐって，一応の検討を終えた。推論の域を出ない多くの点

また筆者の問題関心に強くひきつけられて，概観にしては，少なからぬ論点を素通りして

きたことなどは，いずれ別の機会に再考を試みたいと思う O ここでは仮説的ではあるが，

グパー制度の際史的位置についてふれ，考察を締めくくることにする O

さて，本稿で特に留意したのは，いわゆる中央集権化過程を多少とも立体的に捉えられ

ないかという点であった。通常集権化の過程は， J:から下へ，中:央から地方への権力機構

の浸透によって説明される。しかしこの過程の歴史的現実は，程度の差こそあれ，構想さ

れた新しい秩序のブη ランと社会の伝統的要素との出荷であったはずで、ある。そして行政制

度の地方における再編は，特にそうした現象が顕現するものではないかと考えた。このよ

うな視点から 16世紀ロシアを観察した場合， 国家の成長と地方社会の従属の強化という

光世の陰に，両者の服従，対立，依存などの相互作用の諸相が潜んでいることがわかるO

ここには，中央集権化過程の普遍性ではなく，その歴史的特質の問題が横たわっているよ

うに思われるO

かつてチチェーリンは， 15世紀から 17世紀末まで(即ちピョートル改革まで)のモス

クワ国家のほとんどの政策的措置が，第 1義的には財政的見地にrt刀ゐれていることを指摘

した8830 このことは，当時の多くの改革行為の場合に妥'~'lするように忠われる。しかし，

この点でク。パー制度は若ニI二異質であったといえるO もちろんの場合にもそのような関

心が政府に皆無であったわけではなし、。どちらかといえば，時代を経るに従い， グパー文

書にも，国家に納められるべき収入の規定が厳常化され任務全体の I~I で比重を高めてくる

仰向がある。 しかし， 例えば 1497年法典に収められた代官裁判にLx-jする多くの条項が，

何よりも裁判における F数料等， j切符される収入の規定に腐心しているのに比べ84) グバ

一文書のその種の条項は，はるかに後尽に退いている。当時の行政機構としては，全体と

してその本来の任務に忠実な仕方で構想されたという点は，認められよう O

グパー制度をもたらした直接の原因は，本論で繰り返し述べたように，先行する地方行

政制度の不備にあった。 1550年代半ばの扶持制度の廃止が，もっとも象徴的事件であるO

チチェーリンが指摘するように.扶持制度は，国家的課題を個人の利害に結ひ、つけて実現

しようとするもので85) そこには行政課題の遂行の効率とそれなりの客観性を保障する要

悶が，皆無とはいわないまでも希薄であった。その欠落を何かの手段で補うために，様々

の試行錯誤が行-なわれたのであるが， 16世紀ロシアの歴史的諸条件におし、て， その解容

を，いわゆる官僚制的行政機構の創出に求めることは不可能であった。グバー制度におい

83) 5. H. 4H可epHH，yKa3. co可.， CTp. 576. 

84) 1497法典の内有については， 石戸谷重郎氏の自ij掲論文「イワン :3111:の 1497年法典一本文試訳なら

びに註解-Jな参照されたい。

85) 5. H. 4H可epHH，yKa3. CO児， CTp. 22. 
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て採用された方式，即ち地方社会の伝統秩序に直該依存し，それを国家制度に改変してゆ

こうと Lたモスクワ国家の方途は，もっとも現実的手段の一つであったといえよう O

グパ一文書は，その内容の本質的特徴において，地方住民に重い負担を課す義務規定で

あったにもかかわじノず すべての作氏に呼びかけ泊る形式で、古かれ，また「嘆願」の挿入に

よって，この改午が 1~4 家で、はなく地}j:tL会の側の利害に発しているという体裁をとらなけ

ればならなかった。この}{::は，ツァリーズムと地方社会，両者のそのような相互関係を反

映してL、るよう v;こ思われる。

Local Communities in the Sixteenth-century Russia 

A Study on the Guba Institutions 

Toshinori YOSHIDA 

1n the 1ate fifteenth century Russia threw off the so-called Tatar Yoke and then 

recovered its unity. But this po1itical and military triumph， under the direction of 

the newly rising PriDcipality of Moscow， dic1 not automatically result in the inte-

gration of Russian society. Durin只 thefollowinεhundred years， therefore， not a few 

administrative reforms were initiated by the state. One of them was the introduction 

of the so幽calledgubαinstitutiO!1 into Russian local communities. By means of the 

guba the state intended chiefly to suppress banditry， which was prevalent in many 

districts at that time. 

1n this survey of the guba， 1 seek to throw light upon several aspects of re輔

lations between the local communities and the ceatralized state. This paper consists 

of four parts and conclusion ; 

1. 1ntroductory Note 

11. The Evolution of the Guba (from 15:19 to 1702) 

II1. The Structure of the Gubα 

1V. Social Character of the Bandit討

V. Conclusion 

Guba authorities were first individually introduced by charters to certain districts 

in the late 15::0' s and remained the most adequate bodies to maintain public order in 

local communities until Peter the Great abolished them in 1702. 

There were sf'veral reasons for the enactment of the reform. The most im-

portant was that the preceding local institutions did not perform their duties well and 

did not succeed in suppressing banditry. Before the 1550's， city and rural vicegerents 

were accredited to each district to perform the 0伍cial duties on the basis of the 
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“feeding" system (KopMJIeHHe). However， as B. N. Chicherin judged， there was no 

way to force these officia1s to be diligent for the sake of the state or the communities. 

Because of this defect， the feedin広 systemwas terminated in the mid-1550's， and after-

wards the local administration was organized on the basis of another principle. 

Guba institutions were五rstset up in each canton or 仰 lost'. Three-four local 

servitors were elected chiefs of institution by the inhabitants of each district. Empha-

sizing this aspect， most Soviet historians consider the guba as organs for the sup-

pression of the anti岨feudalresistance offered by the peasantry. This Interpretation 

seems to have grasped only one important aspect of the guba. 

Examin認 thegubαcharters， we can find peasants and townsmen playing signiι 

cant roles as well as the servitors in the guba administration. As assistants of the 

latter， their elected representatives， elder・men (CTapOCThI)， hundred-men (COTCKHe)， 

ten-men (且eC.HTCKHe)，performed such guba duties as the pursuit and arrest of bandits， 

maintenance of prisons， and so on. Moreover， in the so-called black lands， peasants 

themselves were sometimes elected as chiefs. These featureぉ should 110t be over-

looked. 

As mentioned above， about the middle of the sixteenth century the state was 

groping forward a more effective system of local government in place of the feeding 

system. Nevertheless， the state could not institute bureaucratic organizations in all 

localities exclusively with its own limited resources. The state found the most avail-

ahle expedients to make up for the shortage in the peasant communes or obshchiny. 

To secure the communes' support was almost the only way for the state to harness 

the local government to its own tasks. To put it simply， the state used the long-

existing peasant organizatio:1s as frameworks of its local administration at the beginnin広

of the gubαreform. 

Although sometimes running against the state interests， the communes continued 

to support the guba institutions. This may be why the gubαsurvived more than a 

century and a half. 
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